
内
閣
衆
質
一
五
六
第
九
八
号

平
成
十
五
年
七
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
山
内
惠
子
君
提
出
「
国
立
の
大
学
及
び
研
究
機
関
等
に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
雇
い
止
め
問
題
」
に
関
す
る
質

問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
二
十
九
日
受
領

答

弁

第

九

八

号



衆
議
院
議
員
山
内
惠
子
君
提
出
「
国
立
の
大
学
及
び
研
究
機
関
等
に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
雇
い
止
め
問
題
」
に
関
す

る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

国
立
大
学
及
び
大
学
共
同
利
用
機
関
（
以
下
「
国
立
大
学
等
」
と
い
う
。
）
の
非
常
勤
職
員
の
任
命
権
は
、
一
般
に
、
人

事
に
関
す
る
権
限
の
委
任
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
三
年
文
部
科
学
省
訓
令
第
三
号
）
第
三
条
第
一
項
及
び
第
五
項
に
基

づ
き
、
各
国
立
大
学
等
の
長
に
委
任
さ
れ
て
お
り
、
文
部
科
学
省
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
日
々
雇
用
職
員
の
任
用
に
つ
い
て

は
長
期
に
わ
た
る
雇
用
と
な
ら
な
い
よ
う
に
指
導
し
て
い
る
が
、
個
々
の
非
常
勤
職
員
の
任
用
に
つ
い
て
は
、
各
国
立
大
学

等
の
長
の
判
断
に
お
い
て
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
四
年
七
月
一
日
現
在
の
国
立
大
学
等
の
非
常
勤
職
員
の
総
数
、
勤
務
形
態
及
び
勤
務
形
態
別
の
人
数
並
び
に
平
成

十
四
年
度
末
の
任
期
満
了
後
に
任
用
の
更
新
を
行
わ
な
か
っ
た
非
常
勤
職
員
の
総
数
及
び
勤
務
形
態
別
の
人
数
は
、
別
表
の

と
お
り
で
あ
る
。

二
並
び
に
三
の
（
一
）
及
び
（
二
）
に
つ
い
て

大
学
共
同
利
用
機
関
で
あ
る
国
立
情
報
学
研
究
所
（
以
下
「
研
究
所
」
と
い
う
。
）
を
含
め
、
国
立
大
学
等
に
お
い
て
は
、

一



臨
時
的
、
補
助
的
又
は
代
替
的
職
務
に
従
事
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
場
合
に
、
非
常
勤
職
員
を
任
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
業

務
を
適
正
に
処
理
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
任
期
満
了
後
に
任
用
の
更
新
を
行
っ
て
き
た
こ
と
に
よ
り
長
期
に
わ
た
っ
て

雇
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
非
常
勤
職
員
も
存
在
す
る
が
、
任
用
の
更
新
に
つ
い
て
は
、
任
命
権
者
で
あ
る
各
国
立
大
学
等
の

長
が
、
予
算
、
業
務
の
必
要
性
、
当
該
非
常
勤
職
員
の
能
力
、
事
務
・
事
業
の
合
理
化
推
進
の
必
要
性
等
諸
般
の
事
情
を
総

合
的
に
勘
案
し
て
決
定
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

三
の
（
三
）
に
つ
い
て

研
究
所
に
お
い
て
は
、
任
期
満
了
後
に
任
用
を
更
新
し
な
い
非
常
勤
職
員
に
対
し
て
は
、
本
人
の
申
出
を
受
け
、
可
能
な

範
囲
で
、
再
就
職
に
つ
い
て
の
支
援
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
の
（
四
）
に
つ
い
て

研
究
所
に
お
い
て
は
、
平
成
十
五
年
度
か
ら
、
目
録
所
在
情
報
サ
ー
ビ
ス
運
営
補
助
業
務
及
び
情
報
検
索
サ
ー
ビ
ス
等
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
構
築
補
助
業
務
を
民
間
に
委
託
す
る
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
目
録
所
在
情
報
サ
ー
ビ
ス
運
営
補
助
業
務

に
つ
い
て
は
、
任
期
満
了
後
に
任
用
の
更
新
を
行
わ
ず
退
職
し
た
非
常
勤
職
員
で
同
業
務
と
同
種
の
も
の
に
従
事
し
て
い
た

も
の
に
係
る
平
成
十
四
年
度
の
給
与
支
払
実
績
は
、
八
百
二
十
五
万
千
五
百
九
十
二
円
で
あ
り
、
平
成
十
五
年
度
の
同
業
務

二



の
委
託
経
費
の
予
算
額
は
、
千
三
百
十
二
万
五
千
円
で
あ
る
。
ま
た
、
情
報
検
索
サ
ー
ビ
ス
等
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
構
築
補
助
業

務
に
つ
い
て
は
、
任
期
満
了
後
に
任
用
の
更
新
を
行
わ
ず
退
職
し
た
非
常
勤
職
員
で
同
業
務
と
同
種
の
も
の
に
従
事
し
て
い

た
も
の
に
係
る
平
成
十
四
年
度
の
給
与
支
払
実
績
は
、
六
百
八
十
九
万
千
七
百
一
円
で
あ
り
、
平
成
十
五
年
度
の
同
業
務
の

委
託
経
費
の
予
算
額
は
、
千
百
四
十
九
万
七
千
五
百
円
で
あ
る
。
な
お
、
民
間
に
委
託
し
た
業
務
は
、
こ
れ
ら
の
退
職
し
た

非
常
勤
職
員
が
従
事
し
て
い
た
業
務
と
全
く
同
一
の
も
の
で
は
な
く
、
よ
り
高
度
か
つ
広
範
な
業
務
と
な
っ
て
い
る
も
の
で

あ
る
。

三
の
（
五
）
に
つ
い
て

平
成
十
二
年
四
月
に
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
が
廃
止
さ
れ
、
そ
れ
に
替
わ
り
研
究
所
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
そ

の
際
、
平
成
十
二
年
度
以
降
の
非
常
勤
職
員
の
任
用
に
つ
い
て
、
平
成
十
一
年
三
月
に
説
明
会
を
開
催
し
、
非
常
勤
職
員
が

従
事
し
て
い
る
す
べ
て
の
業
務
が
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
る
こ
と
は
か
な
り
難
し
い
こ
と
、
業
務
補
助
が
必
要
と
な
る
場
合
は

非
常
勤
職
員
に
依
頼
す
る
業
務
内
容
等
を
整
理
し
た
上
で
予
算
の
許
す
範
囲
内
で
改
め
て
募
集
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
説
明

し
、
ま
た
、
同
年
十
二
月
に
は
、
研
究
所
に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
任
用
期
間
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
一
年
と
し
、
研
究

所
と
本
人
が
合
意
す
れ
ば
更
に
一
年
ご
と
に
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
場
合
で
も
任
用
期
間
は
原
則
と
し
て
最
長

三



三
年
間
と
す
る
こ
と
を
、非
常
勤
職
員
の
所
属
す
る
課
の
課
長
が
非
常
勤
職
員
に
対
し
て
口
頭
で
説
明
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

非
常
勤
職
員
の
任
用
に
関
し
て
研
究
所
が
採
っ
た
こ
の
よ
う
な
措
置
に
つ
い
て
、
特
段
の
問
題
は
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
て

い
る
。

三
の
（
六
）
に
つ
い
て

い
わ
ゆ
る
時
間
雇
用
職
員
で
あ
っ
た
者
で
、
三
年
を
超
え
て
引
き
続
き
勤
務
す
る
こ
と
を
研
究
所
側
に
申
し
入
れ
て
い
る

も
の
が
所
属
し
て
い
た
部
署
に
お
い
て
は
、
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整

備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
派
遣
労
働
者
を
受
け
入
れ
て
い
る
事

実
は
な
い
。

四
に
つ
い
て

研
究
所
に
お
い
て
は
、
平
成
十
二
年
度
以
降
の
非
常
勤
職
員
の
任
用
期
間
に
つ
い
て
は
、
三
の
（
五
）
に
つ
い
て
で
述
べ

た
と
お
り
そ
の
原
則
的
な
扱
い
を
定
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
原
則
に
従
う
と
、
平
成
十
四
年
度
末
に
多
く
の
非
常
勤

ぐ

職
員
が
任
用
期
間
満
了
と
な
り
、
業
務
遂
行
上
、
著
し
い
支
障
が
生
じ
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
る
。

そ
こ
で
、

四



�

早
急
に
代
替
措
置
を
採
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
業
務
に
従
事
す
る
非
常
勤
職
員
が
相
当
数
同
時
に
退
職
す
る
こ
と
に
よ

り
、
当
該
業
務
に
支
障
が
生
じ
る
場
合

�

常
勤
職
員
の
す
べ
て
が
異
動
す
る
こ
と
と
な
る
業
務
に
従
事
す
る
非
常
勤
職
員
が
退
職
す
る
こ
と
に
よ
り
円
滑
な
業
務

の
引
継
ぎ
等
が
担
保
さ
れ
ず
、
当
該
業
務
に
支
障
が
生
じ
る
場
合

�

常
勤
職
員
の
欠
員
に
伴
う
経
過
措
置
と
し
て
一
時
的
に
常
勤
職
員
の
従
事
し
て
い
た
業
務
の
一
部
を
担
当
し
て
い
る
非

常
勤
職
員
が
退
職
す
る
こ
と
に
よ
り
、
常
勤
職
員
の
早
急
な
補
充
が
困
難
で
あ
る
た
め
に
、
円
滑
な
業
務
の
遂
行
に
支
障

が
生
じ
る
場
合

に
お
い
て
、
業
務
を
遂
行
す
る
上
で
真
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、
例
外
的
に
更
に
一
年
間
の
任
用
更
新
を
行
う
も
の

と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
非
常
勤
職
員
の
任
用
更
新
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
基
準
に
照
ら
し
て
厳
正
か
つ
公
平
に
行
っ

て
お
り
、
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

研
究
所
に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
任
用
に
係
る
取
扱
い
は
、
こ
の
答
弁
書
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
り
、

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
所
長
の
判
断
に
よ
っ
て
業
務
の
見
直
し
を
行
っ
た
結
果
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
「
非
常
勤
職
員
に

五



不
利
益
な
扱
い
を
行
っ
て
い
た
」
も
の
と
は
考
え
て
い
な
い
。

ま
た
、
文
部
科
学
省
に
お
い
て
は
、
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
る
国
立

大
学
法
人
及
び
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
と
そ
れ
ら
の
被
雇
用
者
が
良
好
な
労
使
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
で

あ
る
と
認
識
し
て
お
り
、
法
人
化
に
際
し
て
は
、
各
国
立
大
学
等
は
非
常
勤
職
員
に
対
し
て
労
働
条
件
の
変
更
に
つ
い
て
十

分
に
説
明
を
行
う
な
ど
適
切
に
対
応
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

六



七


